
酪農・肉用牛農家のみなさまへ 

４月１日に食品の基準値が見直される予定です。 
新基準値を超えない牛乳（１kgあたり５０ﾍﾞｸﾚﾙ※）や
牛肉（１kgあたり１００ﾍﾞｸﾚﾙ※）が生産されるよう、暫
定許容値以下の粗飼料を給与しましょう。 

飼料中の放射性セシウムに関する 
暫定許容値が変わりました 

 これまで１kgあたり１００ﾍﾞｸﾚﾙを上回る飼料を給与していた
牛乳や牛肉中の放射性セシウム濃度を下げるためには、一定の期
間がかかります。 
 このため、できるだけ早く、１kgあたり１００ﾍﾞｸﾚﾙ 以下の牧

草等へ切り替えてください。(遅くとも搾乳牛は３月15日、搾乳
牛以外は３月３１日

※
まで)

 

 
  ※肉用出荷する際には飼い直しが必要となることがあります 

 牧草等が不足する場合は、輸入乾草などの代替飼料を農協など
へ早めに注文してください。 

牛用飼料１kgあたり → １００ﾍﾞｸﾚﾙ 

・代替飼料を購入してから賠償金が支払われるま
での資金については、農協のつなぎ融資や国の
支援事業が利用できます。 

・牧草等が利用できなくなったことによる損害
（代替飼料の購入や牧草の処分経費など）は、
東京電力に賠償請求することができます。 

・賠償請求の手続や資金の申込みなどについては、   
農協等へご相談ください。 

 １．新基準値を超えない牛乳や牛肉を生産するため、できる
だけ早く１kgあたり１００ﾍﾞｸﾚﾙ以下の牧草や稲わらなどの
飼料へ切り替えていきましょう。 

  これまで利用してきた牧草等が今後も利用できるか
どうかは、最寄りの家畜保健衛生所または畜産振興部
へお問い合わせください。 

（ これまでの牛用飼料の暫定許容値： １kgあたり３００ﾍﾞｸﾚﾙ ） 

※現在検討中の基準値案 

裏へつづく 



２．飼料として利用できなくなった牧草等は、利用できるものと
分けて保管してください。 

 １kgあたり１００ﾍﾞｸﾚﾙを上回る牧草等のロールなどに
マジックやスプレーで目印を付けるなど、１００ﾍﾞｸﾚﾙ以
下のものとしっかり分けて保管しましょう。 
 １kgあたり８千ﾍﾞｸﾚﾙ以下の牧草等は、一般廃棄物とし

て埋却や焼却ができますし、生産されたほ場が明らかで
あれば、そのほ場へ還元することもできます。 

相 談 窓 口 担当係 電  話  
大崎市産業経済部農林振興課 農業経営係 ０２２９－２３－７０９０ 

宮城県北部家畜保健衛生所 指導班 ０２２９－９１－０７２９ 

宮城県農林水産部畜産課 草地飼料班 ０２２－２１１－２８５２ 

東北農政局生産部畜産課 自給飼料係 ０２２－２６３－１１１１（内線4190） 

３．収穫される牧草が１kgあたり１００ﾍﾞｸﾚﾙを上回ると予想さ
れる牧草地では、除染対策を進めていきましょう。 

 昨年の調査結果から、２４年産牧草の放射性セシウム濃度が
１kgあたり１００ﾍﾞｸﾚﾙを上回ると予想される地域では、除染
対策を積極的に進めましょう。 
 表土の削り取り、牧草地の反転や通常の耕起（草地更新）な

どの除染対策によって、牧草へ移行する放射性セシウムを大き
く減らすことができます。 
 また、春に牧草地を耕起して、デントコーンやスーダングラ

スなどに転換するのも良い方法です。 
 具体的な除染方法は、予想される牧草中の放射性セシウム濃

度や牧草地の状態などを考慮して決める必要があります。 
 除染の費用は東京電力への賠償請求が基本になりますが、活

用できる補助事業もありますので、最寄りの家畜保健衛生所ま
たは畜産振興部へご相談ください。   
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